
一般社団法人

日本病院会会長殿

薬食発 1220第 4 号

平成 25年 12月 20日

厚生労働省医薬食品局長

（公印省略）

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令

の施行について（通知）

本日、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令（平成25年厚

生労働省令第 132号）が公布されたことに伴い、各都道府県知事、各保健所設

置市長及び各特別区長あて別添写しのとおり通知したので、御了知いただくよ

うお願いします。



⑤ 
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厚生労働省医薬食品局長

（公印省略）

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令

の施行について（通知）

本日、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令（平成25年厚

生労働省令第 132号）が別添のとおり公布されたので、下記事項について御了

知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方ご配慮願います。

記

1 改正要旨

メチルフェニデート塩酸塩製剤の適応追加承認及びブプレノノレフィンの経

皮吸収型製剤の承認に伴い麻薬及び向精神薬取締法施行規則（昭和 28年厚生

省令第 14号。以下「規則」としづ。）別表第1を以下のとおり改正したこと。

① メチルフェニデート塩酸塩製剤（販売名：コンサータ錠）ーの適応症（小

児期における注意欠陥／多動性障害（AD/HD)）として、 18歳以上の成人期
のAD/HDが追加されたことにより目、一日の投与最大量が 54mgから 72ing 

に増加するためぐ規則別表第1のメチルフェニデートの分量を改正する。

［分量］ 改正前 1.8 g 

改正後・ 2.16g

② ブプレノノレフインの新型製剤である経皮吸収型製剤（販売名．ノルスパ

ンテープ）の承認により、ブプレノノレフインの最大投与量が l.2mg/1日か

ら20mg/7日）に増加するため、規則別表第1のブプレノルフィンの分量

を改正する。

｛分量］ 改正前： 36mg

改正後： SOmg

2 施行日
平成25年 12月20日から施行すること。
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（
領
事
官
白
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
白
額
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
〔
平
成
十
二
年
外
務
省
令
第
三

号
）
の
一
部
在
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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E
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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E
の
省
令
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
圏
外
に
お
け
る
旅
券
手
数
料
の
額
在
定
め
る
省
令
の
規
定
は
、
己
の
省
令
の

施
行
の
日
以
後
に
旅
券
法
施
存
令
（
平
成
元
年
政
令
第
百
二
十
一
一
号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
処
分
の
申
請

を
す
る
者
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
目
前
に
こ
れ
ら
の
処
分
の
申
請
を
し
た
者
に
係
る
手
数
料
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
田
例
に
よ
る
。
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己
の
省
令
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
省
令
の
一
部
在
改
正
す
る
省
令

の
規
定
は
、
己
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
旅
券
法
施
行
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及
び
領
事
宮
の
徴
収
す
る
手
数
料
に
関
す
る
政
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
〉
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
旅
券
法
施
行
令
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三
条
第
一
項
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適
用
を
受
け
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外
国
に
あ
る
者
が
圏
外
に
お
い

τ行
う
申
請
に
係
る
手
数
料
に
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い
て
適
用
し
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両

日
前
に
そ
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申
一
世
間
在
し
た
者
に
係
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手
数
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い
て
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、
な
お
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前
の
例
に
よ
る
。
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一
食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
主
法
律
第
五

一
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
一
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
年
治
律
第

一
五
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
1

第
九
条
第
二
項
！
第
十
三
条
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

一
食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
関
す
る
車
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
在
次
の
よ
う
に
定
め

る。
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食
品
の
製
造
逼
程
の
管
淫
の
高
度
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

食
品
の
製
造
過
程
の
管
理
の
高
度
化
に
閲
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
騨
林
姓
産
儲
令
第
一
号
）
の
一

部
在
次
白
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第

七
条
第
一
項
」
に
、
「
認
定
事
業
者
」
・
を
「
法
第
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
在
同
条
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
一

（
高
度
化
基
盤
整
備
計
画
の
認
定
自
申
請
等
）

第
三
条
の
こ
前
二
条
の
規
定
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
高
度
化
基
盤
整
備
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

ζ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
邑
あ
る
の
は
「
第
八
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項

・
中
「
別
記
擾
式
第
三
号
」
と
あ
る

aは
「
別
記
様
式
第
二
号
の
一
一
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
九
条
第
一
項
」
と
、
第
＝
一
条
中
－

2
乏
い
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る

も

の

と

す

る

。
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